
教育標準時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

(１) (２) (１) (２)

※５　こどもの父母の市民税額の合計のほか、父母の収入により同居の祖父母など父母以外の市民税額を合計する場合があります。

※６　１号・２号認定の利用者負担額には給食費は含まれません。３号認定利用者負担額には給食費を含みます。

※７　この利用者負担額のほか、利用する施設・事業により教材費や行事費などの実費徴収費が必要な場合があります。

※８　「延長利用者負担額」及び通常保育時間内であっても保育短時間を越えて利用する場合の「短時間延長利用者負担額」は無償化の対象ではありません。

(１) 　国の軽減制度の説明です。なお、同時入所には幼稚園や企業主導型保育施設等を利用している場合も含めます。

※１　年齢は令和８年４月１日現在になります。

※２　４月分～８月分の利用者負担額は令和７年度の市民税額により決定されます。９月分～翌年３月分の利用者負担額は令和８年度の市民税額により決定されます。

※３　市民税額を計算する際、調整控除以外の税額控除（配当控除、住宅借入金等特別控除等）は適用されません。

※４　税源移譲が行われた指定都市において市民税が課税されている場合、税源移譲前の旧税率で計算した市民税額を使用します。
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(２)　 県及び市の軽減制度の説明です。なお、この制度は、(１)の国の軽減制度に加えて軽減を適用します。

令和８年度　山口市へき地保育所利用者負担額表　≪阿東地区の園のみ≫

階層 定義

副食費徴収免除対象　・　利用者負担額（月額）円

１号認定 ２号認定　・　３号認定

（３～５歳児） （０～２歳児）

副食費

母子世帯等、在宅障が
い児（者）のいる世帯

Ｂ２ その他の世帯

Ｃ１
市民税課税世帯
（均等割のみ課税）

副食費

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含
む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並
びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律による支援支給受
給世帯
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